
様式第十五号 (第十条の十八関係)

番号 第 00770000091号

特別管理産業廃棄物処分業許可証

位 所  福島蝶甫相馬市原町区上北高平字入道砲 125番地 1

氏 名 株式会社まるさセンター

代表取締役 佐藤光正

廃
こと

藁物の処理及ぴ清す尋に関する法律第 14条♂〕4第 6項の許可を受けた者である
を誕する。

a

福島県知事 内 堀 r催 雄

林
ポ

許 可 の 年 月 日

譜 可 の 有 ′メ土ゴ学年 月 日

令不r1 5

令和 10年 8月 26日

1 事業の範囲

(1)事美♂う区分
中問処理 (焼却 )

(2〉 僻別管理産業廃棄物α)種類
①廃油 (揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有審産業廃築物であるもrデ,

を除く。)②感染性産業礎薬‐物   以上2種類

2 事業の用に供するすべて♂〕施設
裏面記載のとお り

3 許可の条件
**********

4 許可tr)更新叉は変更♂う状況
裏面記戦のとお り

5 規則第 10条の 16第 2項の規定による静可証の提出の有無  ⑤
1離



許 可 年 月 爵

設 置 年 月 日

設 置 場 所

2 事業7)用 に供するすべて♂〕施設

処理施設こ7,種 類

処 理  能  力 廃プテスチッタ類
『

,焼却施設として
産業廃築物″サ焼却施設 として

来
'混

焼時の処理能力

汚泥
『

ジ焼却施1設 (政 令第 7条第 3号)兼チ_電 油の焼却施設 (政令

第 7条 第 5号 )兼廃プラスチック類の焼却施設 (政令第 7条第
3号 )兼薩業μ算棄物げ)脱却施設 (政令第 7条第 13号の 2)
(l袢1日 本サムテック NHⅢ20NCSD型 )

鰐肥 rデ)脱却施設として

廃油♂〕焼去‖施設として
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時 FⅢl尋 )

時間〕

平成 18年二1〔〕月 18口  (相版 P第 40号 )

平成 二9年 3月 15日

福島県南相馬市原鉗
l・ 騒上北高平宇入適負自125番 地 1

※ 当該施設は平成 3年 10月 1只 日に設置 し、平成 と0年 二月 28日 に産業廃葉物い雌去,方値

設をはて特定産業廃兼物焼却施設使用届出 しているけ

上記許可年月日及び設邑■月日は、汚泥の焼却施設、座声壷の焼却施設、廃プテスチメク類

',焼
封
'施

設として
『

〕設魁許可に調するも17〕。

4 許可の貿新又は変更の状況
新規許可年月 日 平成 尋

更新許可年

変更届出年
更新許可年

変買届出年

変更屋出年
夏嘱:新許可年

変更許可年
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更新許可年
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以

(法 人名称及ぴ代表者♂)変 更 )

〔雄識♂〕処理能力等 rプ〕変更)

(代表者の変更)

(廃油の追加 )

(有彿踊間 平成B5年 8月 27日 二ヽ
r蔵 30年 8月 26日 )

(有効聯lll 平成80年 8月 27日・ 令和5年 8月 と6日 )

(有抑翔i4 令車15単 B月 27日～令l日 10年 8月 26日 〕

下  余  臼


